
  
 

一

 
 
 

民
間
公
益
活
動
を
促
進
す
る
た
め
の
休
眠
預
金
等
に
係
る
資
金
の
活
用
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

民
間
公
益
活
動
を
促
進
す
る
た
め
の
休
眠
預
金
等
に
係
る
資
金
の
活
用
に
関
す
る
法
律
□
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
一
号
□

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

第
一
条
中
□
よ
り
□
□
の
下
に
□
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
対
応
す
る
こ
と
が
困
難
な
社
会
の
諸
課
題
の
解
決
並
び
に
民
間

公
益
活
動
の
自
立
し
た
担
い
手
の
育
成
等
を
図
り
□
も
□
て
□
を
加
え
る
□ 

 

第
八
条
中
□
及
び
第
十
九
条
第
二
項
第
三
号
ロ
□
を
□
並
び
に
第
十
九
条
第
二
項
第
三
号
ロ
及
び
ハ
□
に
改
め
る
□ 

 

第
十
六
条
第
一
項
中
□
高
齢
化
□
の
下
に
□
及
び
国
際
化
□
を
加
え
る
□ 

 

第
十
九
条
第
二
項
第
三
号
イ
中
□
資
金
分
配
団
体
□
の
下
に
□
及
び
ハ
の
活
動
支
援
団
体
□
を
加
え
□
□
単
に
□
民
間
公
益

活
動
を
行
う
団
体
□
を
□
□
実
行
団
体
□
に
改
め
□
同
号
ロ
中
□
民
間
公
益
活
動
を
行
う
団
体
□
を
□
実
行
団
体
□
に
改
め
□

□
対
し
助
成
等
□
の
下
に
□
□
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
助
言
又
は
派
遣
□
民
間
公
益
活
動
の
実
施
の
た
め
の
助
言
又
は
民
間
公
益

活
動
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
の
派
遣
を
い
う
□
以
下
同
じ
□
□
を
含
む
□
□
□
を
加
え
□
□
□
助
成
等
□
を
□
□

当
該
助
成
等
□
に
□
□
助
成
又
は
貸
付
け
□
を
□
助
成
等
□
に
改
め
□
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

 
 

ハ 

民
間
公
益
活
動
を
行
う
団
体
又
は
民
間
公
益
活
動
を
行
お
う
と
す
る
団
体
若
し
く
は
個
人
に
対
し
助
言
又
は
派
遣



 

  
 

二

□
休
眠
預
金
等
交
付
金
に
係
る
資
金
を
原
資
と
す
る
助
成
等
に
付
随
す
る
も
の
を
除
く
□
□
を
行
う
団
体
で
あ
□
て
□

当
該
助
言
又
は
派
遣
に
必
要
な
資
金
に
つ
い
て
□
指
定
活
用
団
体
か
ら
休
眠
預
金
等
交
付
金
に
係
る
資
金
を
原
資
と
す

る
助
成
等
を
受
け
る
も
の
□
以
下
□
活
動
支
援
団
体
□
と
い
う
□
□ 

 

第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
□
助
成
等
□
の
下
に
□
□
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
助
言
又
は
派
遣
を
含
む
□
□
□
を
加
え
□
□
助

成
又
は
貸
付
け
□
を
□
助
成
等
□
に
改
め
□
同
項
第
六
号
を
同
項
第
八
号
と
し
□
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
二
号
ず
つ

繰
り
下
げ
□
同
項
第
二
号
中
□
民
間
公
益
活
動
を
行
う
団
体
□
を
□
実
行
団
体
□
に
改
め
□
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
□
同
号

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
□ 

 

四 

資
金
分
配
団
体
又
は
実
行
団
体
に
対
し
□
第
一
号
又
は
前
号
の
業
務
に
付
随
す
る
助
言
又
は
派
遣
を
行
う
こ
と
□ 

 

第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
□ 

 

二 

活
動
支
援
団
体
に
対
し
□
助
言
又
は
派
遣
□
休
眠
預
金
等
交
付
金
に
係
る
資
金
を
原
資
と
す
る
助
成
等
に
付
随
す
る
も

の
を
除
く
□
□
の
実
施
に
必
要
な
資
金
に
つ
い
て
助
成
等
を
行
う
こ
と
□ 

 

第
二
十
一
条
第
二
項
中
□
前
項
第
二
号
□
を
□
前
項
第
三
号
□
に
改
め
る
□ 

 

第
二
十
二
条
第
二
項
中
□
及
び
民
間
公
益
活
動
を
行
う
団
体
□
を
□
□
活
動
支
援
団
体
及
び
実
行
団
体
□
に
改
め
□
同
条
第



  
 

三

三
項
中
□
同
項
第
二
号
□
の
下
に
□
の
業
務
を
行
う
場
合
に
あ
□
て
は
活
動
支
援
団
体
を
□
同
項
第
三
号
□
を
加
え
□
□
民
間

公
益
活
動
を
行
う
団
体
□
を
□
実
行
団
体
□
に
改
め
□
同
条
第
四
項
中
□
民
間
公
益
活
動
を
行
う
団
体
□
を
□
実
行
団
体
□
に

改
め
□
同
条
第
五
項
中
□
及
び
民
間
公
益
活
動
を
行
う
団
体
□
を
□
□
活
動
支
援
団
体
及
び
実
行
団
体
□
に
改
め
る
□ 

 

第
二
十
三
条
第
二
項
第
一
号
中
□
及
び
民
間
公
益
活
動
を
行
う
団
体
□
を
□
□
活
動
支
援
団
体
及
び
実
行
団
体
□
に
□
□
助

成
又
は
資
金
の
貸
付
け
□
を
□
助
成
等
□
に
改
め
る
□ 

 

附
則
第
三
条
中
□
五
年
□
を
□
十
年
□
に
改
め
る
□ 

 
 
 

附 

則 

 

□
施
行
期
日
□ 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
□
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
□

た
だ
し
□
第
十
六
条
第
一
項
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
三
条
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
か
ら
附
則
第
五
条
ま
で
及
び
附
則
第

七
条
の
規
定
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

 

□
基
本
方
針
等
の
変
更
に
関
す
る
経
過
措
置
□ 

第
二
条 

内
閣
総
理
大
臣
は
□
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
□
以
下
□
施
行
日
□
と
い
う
□
□
前
に
お
い
て
も
□
こ
の
法
律
に
よ
る



 

  
 

四

改
正
後
の
民
間
公
益
活
動
を
促
進
す
る
た
め
の
休
眠
預
金
等
に
係
る
資
金
の
活
用
に
関
す
る
法
律
□
以
下□
新
法
□と
い
う
□
□

第
十
八
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
□
基
本
方
針
□
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
方
針
を
い
う
□
次
項
に
お
い
て
同
じ
□
□
を

変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
た
基
本
方
針
は
□
施
行
日
に
お
い
て
新
法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
た
も
の
と

み
な
す
□ 

第
三
条 

内
閣
総
理
大
臣
は
□
施
行
日
前
に
お
い
て
も
□
新
法
第
十
九
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
□
基
本
計
画
□
同
条
第
一
項
に

規
定
す
る
基
本
計
画
を
い
う
□
次
項
に
お
い
て
同
じ
□
□
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
た
基
本
計
画
は
□
施
行
日
に
お
い
て
新
法
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
た
も
の
と

み
な
す
□ 

第
四
条 

指
定
活
用
団
体
□
新
法
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
活
用
団
体
を
い
う
□
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
□
□

は
□
施
行
日
前
に
お
い
て
も
□
新
法
第
二
十
三
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
□
民
間
公
益
活
動
促
進
業
務
規
程
□
同
条
第
一
項
に

規
定
す
る
民
間
公
益
活
動
促
進
業
務
規
程
を
い
う
□
次
項
に
お
い
て
同
じ
□
□
の
変
更
を
し
□
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
□ 



  
 

五

２ 

前
項
の
認
可
を
受
け
た
民
間
公
益
活
動
促
進
業
務
規
程
は
□
施
行
日
に
お
い
て
新
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け

た
も
の
と
み
な
す
□ 

第
五
条 
指
定
活
用
団
体
は
□
施
行
日
前
に
お
い
て
も
□
新
法
第
二
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
り
□

事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
の
変
更
を
し
□
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

２ 

前
項
の
認
可
を
受
け
た
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
は
□
施
行
日
に
お
い
て
新
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
も

の
と
み
な
す
□ 

 

□
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
□ 

第
六
条 

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
□
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
□ 

 

□
政
令
へ
の
委
任
□ 

第
七
条 

附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
□
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
□
政
令
で

定
め
る
□ 

 

□
検
討
□ 

第
八
条 

新
法
の
規
定
に
つ
い
て
は
□
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
□
新
法
の
施
行
状
況
等
を
勘
案
し
□
検
討
が



 

  
 

六

加
え
ら
れ
□
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
□ 



  
 

七

 
 
 
 
 

理 

由 

 

民
間
公
益
活
動
を
一
層
促
進
す
る
等
の
た
め
□
目
的
規
定
等
を
改
正
す
る
と
と
も
に
□
指
定
活
用
団
体
及
び
資
金
分
配
団
体

が
民
間
公
益
活
動
の
実
施
の
た
め
の
助
言
又
は
派
遣
を
行
う
こ
と
を
明
記
し
□
指
定
活
用
団
体
か
ら
助
成
等
を
受
け
る
団
体
と

し
て
活
動
支
援
団
体
を
創
設
し
□
並
び
に
指
定
活
用
団
体
の
業
務
に
資
金
分
配
団
体
に
対
す
る
出
資
を
追
加
す
る
ほ
か
□
指
定

活
用
団
体
の
事
務
に
要
す
る
経
費
に
係
る
特
例
の
期
限
を
延
長
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
□
こ
れ
が
□
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る

理
由
で
あ
る
□ 


